
阪神高速道路株式会社

年 5 月 7 日

年 5 月 14 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

図面（資料①）を提示します。1段目はモルタル枠工
です。

大滝上工区の既設法面について、1段目ののり枠構造が
確認できる図面がございましたらご提示願います。

白川JCT 既設法面（1段目、2段目）の構造が確認できる
図面について、既設法面について、1段目および2段目
の構造が確認できる図面がございましたらご提示願いま
す。

図面（資料②）を提示します。1段目は現場打法枠
工（図面内の②号法枠工と⑨号法枠工）、2段目は
吹付モルタル枠工（図面内の①号法枠工と⑧号法
枠工）です。

2026年5月14日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2026

2026

問合せ日：

回  答  日：

質問

法面補修工事（2026-北・山手）工事名  ：
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3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.鷺谷工区における仮設計画図（46/60）の25tラフターク
レーン性能表はアウトリガー中間（4.4m）張出時の性能表
でしょうか。標準断面図では道路幅員が4.3mしかなく、ア
ウトリガー中間（4.4m）での設置は不可ではないでしょう
か。また、敷き鉄板等での養生は考えておられますでしょ
うか。

鷺谷工区における仮設計画図の25tラフタークレー
ン性能表はアウトリガー中間（4.4m）張出時の性能
表です。標準断面図の道路幅員4.3mは、選択した
測点の断面が不適切でした。他測点での断面図よ
り、道路幅員は4.5m以上確保できる場所が複数箇
所ございます。また、現場施工に際し、関係者協議
等の結果、敷鉄板を設置する必要が生じた場合は
設計変更します。

白川JCTの施工ヤードとして使用する、既設横断ボックス
の構造について。50tラフタークレーンを設置しても横断
ボックスの構造は問題ないと考えて良いでしょうか。構造
が確認できる図面がございましたらご提示願いします。

高速道路が建設される前に他団体にて建設された
構造物のため、詳細な構造図はございません。25t
ラフタークレーンの設置可否については、神戸市交
通局より擁壁部の構造図を取り寄せ確認する予定
です。確認の結果、変更となる場合は設計変更しま
す。

鷺谷工区における管理用道路の谷側擁壁及び本線路
肩部擁壁の詳細な構造図がございましたら、ご提示願い
ます。また、管理用道路谷側の擁壁は、25tラフターク
レーンを設置しても問題ない構造でしょうか。

白川JCTの施工ヤードとして使用する、既設横断
ボックスの構造については、50tラフタークレーンを
設置しても横断ボックスの構造は問題ございませ
ん。該当箇所の図面（資料③）を提示します。
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6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

鷺谷工区において使用を想定している管理用道路は、
神戸市交通局が管理する道路と認識しておりますが、本
工事の施工にあたり、当該管理用道路は終日使用可能
と考えてよろしいでしょうか。また、本工区にて施工に伴う
制約がありましたらご教示願います。

神戸市交通局の管理用道路は終日使用可能で
す。但し、緊急時には車両や歩行者の通行が考え
られます。

鷺谷工区において、営業線であると思われます。鉄道車
両が走行する間、重機の作業は一時中断になりますで
しょうか。その場合、監視員が必要ではないでしょうか。

関係者協議等の結果、鉄道車両の走行時に作業を
一時中断する必要がある場合はご対応いただく必
要がございます。また、関係者協議等の結果、重機
の作業時に監視員が必要となった場合は、設計変
更します。

長T工区の工事用道路について。施工時に立木を伐採
撤去します。工事完了が復旧が必要でしょうか。また、工
事用道路を管理道として残す計画はありますでしょうか。

工事完了後、立木を復旧する必要はございませ
ん。また、工事用道路も撤去する予定ですので、管
理道として残す計画はございません。
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9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.P6.6-3 6-3「本工事に係る全ての工種について施工実態を勘案
し～受注者と協議～を行うものとする。」とありますが、大
幅に異なる場合とは実際にどのようなことを示しているの
でしょうか。ご教示ください。

本項は、当初契約時の見積審査における確認内容の妥
当性を検証する為に、施工実態の確認を行い、必要に
応じて契約変更について受注者と協議を行うものです。
施工実態が当初契約時の確認内容と大幅に異なる場合
とは、当初契約時の確認内容の妥当性が担保できないと
判断される場合（例：支払い実績と当初の見積金額に大
きな乖離がある等）とお考え下さい。

工事費見積書の作成に関する留意事項 見積審査項目にある一式計上分は内訳が分かる書類ま
で提出しなさいと記載がありますが、原則率計上項目で
あると考えます。本項目のなかに現場従事者の給与、宿
舎等未確定かつ根拠提示でできないものも含まれます
が、どの項目まで提示すればよろしいでしょうか。

「見積審査項目にある一式計上分」については、「共通仮
設費（率）、現場管理費」として回答します。
率計上で算出される場合は、率の考え方等について、見
積書審査時に確認させていただきます。

工事費見積書の作成に関する留意事項 見積審査項目にある一式計上分は内訳が分かる書類ま
で提出しなさいと記載がありますが、この場合、入札審査
方式で提出する見積書では率計上にて算出しても良いと
考えてよろしいでしょうか。

率計上で算出いただいて構いません。ただし、率の考え
方等について、見積書審査時に確認させていただきま
す。
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12. 12. 12.P6.6-3 6-3「本工事に係る全ての工種について施工実態を勘案
し～受注者と協議～を行うものとする。」とありますが、率
計上項目である共通仮設費（率）及び現場管理費も含ま
れます。この場合、職員の給与や宿舎代等個人のプライ
バシーに係る項目も含まれます。左記については明示す
る必要はないと考えてよろしいでしょうか。

提出書類につきましては、積み上げ計上で算出される場
合は、プライバシーを考慮した貴社にて提出できる範囲
の書類で提出いただければと思います。
また、見積を率計上で算出される場合は、率の考え方等
をお示しいただければと思います。
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